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特定非営利活動法人

全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会

丁EL03-6430-7916 FAX03-6430-7918

URL http://www.shoukibo.net/

E― mail:info@shoukibo.net

小規模多機能のこれから
地域包括ケアの将来像から小規模多機能を考える

1.小規模多機能の現状

制度設計時からの変化

2.小規模多機能の将来像は?

3.将来に向けて

質の確保を



平成18年制度化されたとき 小規模多機能型居宅介護

基本的な考え方 :「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪間」や「

'自

まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。

地域に開かれた透明な運営

サービス水準・職員の資質の

O小規模多機,ヒ型層宅介

讚と連続的、一体的な

サービス提供

0職員の兼務を可能1亀

小規模多機能型居宅介護事業所

様態や希望により、
「訪間」

人員口置は固定にせず、柔軟な業務
遂行を可能に。
どのサービスを利用しても、なじみの
職員によるサービスが受けられる。

「通い」を中心
とした利用

様態や希望に
より、「泊まり」

○要介護度別の月単位の定額報酬

「居住」

Oグループホーム

O小規模な介餞専用型の特

定施設

O小規模介餞老人福祉施設

(サテライト特養等)

O有床診療所:こ よる介麟療

○介餞 看護職員
日中:通いの利用者

3人に1人

+訪間対応1人

夜間:泊まりと訪間対

応で2人 (1人

は宿直可)

O介餞支援専門員1人

O通いの利用者1人当

たり3請以上

O泊まIJlま4.5量程度

0ライバシーが櫨保
できるしつらえ

01事業所の登録者は25
名程度

0「通いJの利用者は15

名程度を上限

O「泊まり」の利用者は5
～9名程度を上限とし、
「通いJの利用却こ限定

局計画課 (2008年 7月 )

現在の小規模多機能型居宅介護

1.多様化する小規模多機能
いわゆる解釈通知では「通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随
時訪間や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより.¨」と明記されてい
るが、制度創設当初よりも支え方が多様化している。

在宅の利用者の暮らしは多様、その多様な姿を支えるためには多様な支援が
必要。「施設の在宅版」となっている。訪間ニーズや医療ニーズの増加。

2.地域を支える⇔住まいを支える
自宅や地域を支援する小規模多機能型居宅介護と、施設の発展形として集合
住宅にケアが付属する小規模多機能型居宅介護の2つが存在する。それぞれ
の強みを生かすことが間われている。

3口 支え方の進化(ライフサポートワーク)

自宅や地域を支援する小規模多機能型居宅介護では、地域の中での暮らしそ
のものを支援している。また、地域の登録者以外の支援にも実践が伸びている。
非該当の虚弱高齢者への配食サービスやサロン活動など、地域の拠点機能を
生かした支援が始まっている。



どこに住んでいても、その人にとって

適切な医療・介護サービスが受けられ

る社会ヘ

ご本人中心の支援
～ライフサポートワーク～

ご本人

自己実現に向けた車の運転者は本人。

ケアマネは本人の意思を車に伝える
ハンドル。

アクセルとブレーキは、運転者の意思を
的確に反映する「関係づくり」が基礎。

燃料は社会資源「人、モノ、お金…」。

家族や地域、スタッフを乗せて、自己実
現に向けた旅が始まる…・。

地域包括ケアシステムは、元来、高齢者に
限定されるものではなく、障害者や子どもを
含む、地域のすべての住民のための仕組み
であり、すべての住民の関わりにより実現

に伴走する
支援

限

含

で

△
V人

生

現在の小規模多機能の利用者像①

性別 平均年齢

メξ(N=16,478) 84.78

昇](N=6,036) 82.13

総計 (22,768) 8408

世帯 人数 割合

1.独居(近居家族無) 4,012 1770/0

2.独居(近居家族有) 2,458 10.8%

〕配偶者と2人暮らし 3,286 145%
1.子 どもと2人暮らし 2,712 119%
5子ども世帯と同居 8,682 38.20/0

5その他 1,553 6.8%

総計 22,703 1000%性別 人数 割合

女 16、707 732%

男 6_109 26.8%

総 計 22.816 10000/。



現在の小規模多機能の利用者像 ②
自立度

障害高齢者の日常生活自立度

日常生活 人数 割合

自立 458 220/0

」1 917 44%

J2 2,924 1400/0

Al 4,900 23.4%

A2 5,574 2660/0

Bl 2,341 112%

B2 2,680 128%

Cl 579 280/。

C2 577 280/0

総計 20,950 10000/0

認知症高齢者の日常生活自立度

認知症 人数 割合

自立 1,515 7_00/0

2,910 13.50/0

Ⅱa 3,047 14.1%

Ⅱ b 4,845 224°/0

Ⅲ a 4,983 2300/0

Ⅲ b 1,695 78°/0

Ⅳ 2,199 102%

M 430 2.0%

総計 21,624 10000/0

現在の小規模多機能の利用者像 ③
要介護度と住まい

藝す燿 1 藝す場 2 喜介譜 庁 1 藝介譜 庁 2 藝介譜庁 3 藝介譜慮4 藝介講庸 5 彗杏中 総計

―戸建て 628 89』 3、 954 4.601 4、 01, 2.59S 1_625 1 18_32(

集合住宅 69 157 625 71, 591 354 225 l 2_734

サ高住 28 44 173 14f 103 67 675

有料 (住居型 ) 18 108 103
う
０ 92 48

ξ
リ

その他 7 28 78 10 102 72 45 435

総 計 75C 1_138 4_938 5_66∠ 4.95( 3.22( 2.01C 13 22.68g

要支援 1 要支援 2 要介誰度 1 要介護度 2 要介誰度 3 要介護度4 墓介誰度 5 督査中 総計

―戸建て 340/0 4.90/0 21.60/0 25.10/0 2190/0 142% 890/0 0.1% 10000/。

集合住宅 2_5% 5.7% 22_9% 216% 129% 820/0 000/0 1000%
サ高住 41% 65% 25.6% 215% 17.0°/0 1530/0 9.9% 0.0% 1000%

有料 (住居型 ) 350/0 2.70/0 208% 1980/0 26.2°/0 17.7°/0 9.20/0 00% 1000%
その他 16% 640/。 179% 2370/。 2340/。 166% 103% 0.0°/0 10000/0

総 計 330/0 50% 218% 250% 218% 1420/0 89% 01% 1000%



E亜董I互亘亜≡ヨ小規模多機能型居宅介護

利用者の多様化の伴い、通いが中心だけではない、ライフサポートワークによる「通い」「訪問」
「宿泊」といつた基本サービスに加え、配食、見守り、地域交流、家族支援等の二一ズに対応じ

た支援へと変化。地域包括ケアシステムの中、日常生活圏域が設定され、サテライト型小規模

多機能型居宅介護も導入されたことで、より利用者に近いところに出向いての支援きめ細やか
に日常生活圏域を支える面的仕組み問われ始めている。

【日常生活圏域】

所 近隣の商店
 ヽ   知人 友人

「小規模多機能型居宅介護」

尋

●●
● ●
● ●
●  ●

テ多ィト艶
婦ヽ模多機能型
:モ介護 2

○介護保険で初めて在宅での包括報酬という

仕組みを実践。入所系サービスと同様の仕
組みが在宅でも実現できることを証明。

O日 常生活圏域ごとに整備することで、地域
包括ケアの拠点としての機能を果たしている。

O直接サービスの側面と併せ、地域拠点とし
ての機能を発揮しうるインフォーマルサービ
ス拠点としての機能も併せ持つ。

O運営推進会議が導入され、介護保険ではじ

めて、地域住民の参画を促すシステムを導
入。
Oライフサポートワークを提唱し、欠損部分の

補てんではない、生活全体(地域生活支援)

を支えるこれからの介護のあり方を打ち出す。
O小規模多機能型居宅介護から日キロ前後以
下に住む利用者が回%を超え、独居や老夫
婦世帯など、四歳以上の世帯に対する支援
が全体の約日%など、今後の超高齢社会を
支えるモデルとして、位置づき始めている。

O利用者の日割が認知症であり、自宅や地域
でサービスとして実践。

○サテライト型小規模多機能型居宅介護を創
設し、事業者が利用者のより身近な地域ヘ

出向く支援を実現。

■

■

論
本人中心の一体的支援

考えたい 通い中心

・「通い」や「,自 まり」が多くなると、自宅から切り離
してしまう。

⇒「通い中心」ではなく、ご本人の暮らしの支援を行
うことが間われる。
⇒ライフサポートワークを実践

・ だからこそ「通い」の意味が問われる
⇒孤立を防ぐこと、社会性
⇒自宅での暮らしの支援中心へ 変換すること



将来像のための基本的視点 制度はシンプルに
◆地域包括ケアは、「住居の種別にかかわらず、おおむね30分以内(日 常生活圏域)

に生活上の安全・安心・健康を確保するための多様なサービスを24時間365日 を通じ

て利用しながら、病院等に依存せずに住み慣れた地域での生活を継続することが可

能になる」ことを目指している。そのためには「どこに暮らしていても同じ安心と

介護を受けることができる」ようになることが必要である。しかし、現在の制度は、

特養、老健、グループホーム、デイサービス、訪問介護、小規模多機能、などと

複雑に分かれている。それぞれに基準があり、また加算や減算が付いている。専門

家でも詳細に制度を把握しがたい状況になつている。利用者には当然内容は判らな

い。このように制度は、これまでの仕組みの上に接ぎ木を繰り返しているものであ

り、整合性がなくなつている。

◆地域包括ケアを推進するためには、そろそろ複雑化した制度をシンプルにして、

同じケアには同じ報酬になることが必要と考える。

◆ひとりの要介護者を、施設でケアすれば00円、グループホームでは△△円、小規

模多機能では◆◆円はおかしい。

◆また、昼間の数時間しかケアしていないデイ等の報酬が24時間サービスより高い

報酬は不合理。

◆コストがかかることには評価し、しかし複雑化しない。類型で分ける。

聴像のためは本的猟地域でスタッフをプールする
◆平成22年(2011年 )現在の介護職員は133.4万人

◆平成37年(2025年 )には、250万人近い介護職員が必要であるが、

数を集めても24時間365日 の介護はできない

◆ 24時間のサービスを基本とする
*1圏域で要介護1以上は390人
*1圏域あたり390人の要介護者に対して150人の介護職員

(2.5:1の配置)

※現在は、この倍近い職員が必要となつている。

2012年 10月 現在の総人口127.515千人(総務省統計局)

2012年 10月 時点の65歳以上の高齢者30.793千 人(総務省統計局)

2012年 3月 時点の要介護認定者数5.303千人(wam net)

※高齢化率を24.1%と設定(総務省統計局 2012年 10月 )

※要介護認定者割合を17.2%と設定(上記統計より算出)

※なお認定者総数5,303千人のうち、要介護者31905千人、要支援者は1,398千人



今後 目指す2025年の姿 地域包括ケアシステムの進展
すべての介護保険サービスを市町村に移管し、市町村が地域特性を生かした地域包括ケアをデザインをす
る。単体サービスは複数の機能を併せ持つ「複合型」化し、1つの日常生活圏域に多様な「′

lヽ規模多機能」が

設置される。利用者や地域ニーズに対応した拠点として総合相談機能や配食、会食、安否確認、虐待への

緊急対応など生活を継続するうえでの「安心」を支援する拠点機能も併設され、高齢者福祉を推進。報酬は「

地域報酬」とし、生活圏域ごとに担当法人制もしくは複数法人の連携により介護職員をシェアする仕組みの
導入(1つの日常生活圏域あたり390人の要介護者を150人の介護職員で担当する)。

【日常生活圏域】

認知症対応型  小規模多機能 定期巡回・随時対応 通所介護  訪間介護 短期入所 介護老人

福祉施設共同生活介護  型居宅介護  型訪間介護看護

【すべてが地域密着型サービス】
※すべてのサービスが多機能化し、24時間支援型のサービスに転換

r柵 柵 輔́ 柵
■
糀 柵 柵

150人の介護職員等

ケア単位は小さく、経営規模は大きく
◆地域で、やり取り・実働ができる仕組みヘ

特に看護職、P丁・0丁など専門職
これからの地域コーディネーターなど地域全体で活動する職種

◆また、小さな事業者もグループ化が可能に
グループとして経営できる仕組みを

A有限会社とB法人とC株式会社がグループ化し、職員を
やり取りし、事業ができるようにする。
(Aヮ B,C間で明確な契約が結ばれていることが前提)

このことで、それぞれのケア単位は小さくても、人を回すこと
ができるようになり、経営規模を大きくした状態をつくることが
できる。

◆サテライトの活用



要介護だけでなく圏域を支える
予防・要支援/生活支援を担う拠点

◆小規模多機能型居宅介護の24時間365日 の地域での生活

支援の機能を活用し、総合相談機能や配食、会食、安否確

認、虐待への緊急対応など生活を継続するうえでの「安心」

を支援するための拠点として、小規模多機能型居宅介護を

活用し地域のセーフティネットを構築することが必要である。

各生活圏域に1か所以上のセーフティネットの受け皿になる

拠点を整備する必要がある。
(2010.11.19 介護保険部会への提案より)

◆新たな総合事業の担い手ヘ

介護予防給付の地域支援事業への移行(案 )

: 介饉給付嘔介護者)|  :予 防給付 (要支援者)

;約 7兆 1000L●日 (平 成23年度】● 」  1約 1100に 円(平腋23年 度)手

地域支援事業
やつ「5'0饉 円 (平 成23年 度

'

:  財源|ル成 (日 )251,:(都 道府県′市町11,125t(1号 保険料)21'c(2号 保険料 )20ヽ

全護予防坐塞

盤 豊圭

◆事業内常について1よ

市町11の な量

◆人員基準 iヽI営 基準なt″

包1舌 的支援事業

…
◆地域包 1舌 支 11センター

の 蓮言等

lit´ い包嬌的支!望 事■
・{li tt R

◆
'■

域包情要llセ ンター

tT/理 拭場

（見
直
し
後

）

個別綸二
◆法定のサービスタ1里
(11長・U,rヽ介l■・通所介II■ 1

◆人員■ユ・理撻基準あり

i    
ヽ ■業化

_‐
裏

=れ
こ
   新しぃ地域支援事業

1  新しい総合キ芸(更 丸燿llttl駈 1ィい介護予防半薬)

1       ◆準墨内容については 雨日I11の表量

|  ◆人は 準■■世酵 なし

1

○ 芸支援者に対する介i隻 予防給付については、市OT村 が
'i嬢

の霙情に応し、1+民 主体のllt組 を言lilた 多11な J

柔軟な取綱により、効果的かつ勃尋的I三サ
=ビ

スの提供をできるよう、地l表 支|ス キ栞のI多 式に見直すことを検ili

○ 全 l■l―律のサービスの11類・内容・運営基4・単価等によζ)のではなく、1,日】村の判 L・lでボランティア、NPO、 民間企業、社

会福祉法人等の地11資源を効果的に活用できるようにしていく,

0移 行後の事業も、介t薔保L劉庄塾l【Qユニニ人の生量であり、財薄1壁超躍≧2虹 Lヽ

O事 業への移イうにあたつては、既存介ユ隻サービス事業者の活用も含め多キ1な主体による事業の受け皿を地域に整備するた

め、地j・Aの 実1由 に合わせて、一定程度時間をかけて行うぅ

介護保険制度



市町村による新しい地域づくりの推進(介護予防・生活支援の充実)

○ 市町村が中心となつてコーディネーターと連携しつつ、生活支援サービスの充実、介護予防の推進等を図
ることにより、高齢者が利用可能な多様なサービスが地域で提供される.

○ 高齢者の中には事業の担い手となる者も出現。これは介護予防にもつながる。
い (

市町村が中心となつて企画・立案

地域資源の開発
(例 )

。ボランティアの発掘・養成・組
織化

→
'ト
ランティアは生活支援・介lEtt「JJ

のlRぃ 手とt′て活動、高断名の「

"り

手

のlH般 の対応等も■16fコ ーディ

ネーターとも;1携 リ

・生活支援・介護予防の立ち上
げ支援

介護予防口生活支援の充実

(例 )・ サロン
・住民主体の交流の場
・コミコニティカフェ
・認,1症 カフェ

・ミニデイサービス
・体操数室
・運動・栄養・口腔ケア等の教室

多様な生活支援
(例 )・ゴミ出し

・洗,と 4勿の取り入れ
,食 器洗い
。配食
・見守り
・安否確認

参加・活用

|1唱謡鴇 、

研修を受けたポランティアが地区
の集会所で介護予防教室を運営,

小規模多機能居宅介護に交流

施設を併設^地域のサロンとして
活用.子どもとの交流も実施ぃ

研修を受けたポランティアが高齢

者と一緒に洗濯4勿を取り入れる
等生活行為の自立を支援

`

1也域活性化を推進するNPO/31

地域に配食サービスを展開 n

交需,金融機関、コンビニ寄幅

広いlll係 機肝lが連携し、認

'lliの高齢者の見守り体制を1‖鍛.運搬 励 |

コーディネーター |

地域包括ケアをすすめる小規模多機能によるライフサポート図



多様化する支援のための人的配置の提案

現在は通いに対して31プラス訪問1の配置になつています。すなわち25名

登録であれば通い15名で残りの10名に対して訪間は1名です。これでは、ご

自宅での介護は緊急の場合以外無理です。しかし、在宅で暮らすためには、

訪間がもつと必要です。現在そこで限界を感じています。特に中重度の方に

なれば訪間は増えます。また地域での暮らしを支援するためにも、通わせて

そこだけを見る、大変なら、本人の希望に関係なく宿泊させるでは在宅生活
の継続支援にはなりません。現在昼間の人的配置は、25人の登録者に対し
て、6人です。4:1以下です。これでは家族の負担なしには在宅での暮らしは
不可能となります。在宅でも、ご家族の大きな負担なしに、家族介護を前提
にしない形での支援が必要です。

また、一部で過小サービスが言われることがあります。18名までの登録者
であれば3:1以上の配置です。ここでは過小サービスにはなりにくいのです
が、しかし、採算が取れるといわれる18名以上は4:1程度になります。職員
の配置を増やさなければ利益は生み出せるが、必要なサービスは提供でき
ない。小規模多機能型居宅介護を在宅の安心拠点としていくためには、人
的配置を登録者に対して3:1の配置へ変更お願いします。

(2010.11.19 介護保険部会への提案より)

通いに対して3:1から登録者に対して3:1ヘ

開始時加算 (26年度末までの措置)を廃止し、実
利用者数に対して3:1の人的配置への変更を

言期 薦冴毎1聖∬全
名、事業所内での夜勤

0

員9流当評鍵書をTJ用
者の増加に合わせて

型昼募禁lt≒菫皇薯認雪程歪各《酉暗
は、

また、15名登録の小規模多機能も可能になる。

(小規模デイや宅老所からの転換 )

登録定員は、柔軟な人的配置に合わせる。



地域を支える小規模多機能を

◆地域(圏域)を支える小規模多機能ヘ

◆予防・要支援/生活支援も担う

◆地域コーディネーターの配置が必要

◆市町村が地域包括ケアをどのように位置づける
か、小規模多機能をどのように位置づけるか?!

これからの小規模多機能型居宅介護の概要

登録者の自宅
ギ

どのサービスを利
用しても、なじみ
の職員による

サービスが受けら
れる。

○新しい総合事業
による報酬

こ開かれた透明な運営

基本的な考え方 :生活圏域内の、要介護者の様態や希望に応じて、「通い」「訪間」「泊まり」および多様

なニーズに対応する機能を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活が継続できるよう支

援する。また、生活圏域内の多様な支援を要する方々を支援する地域包括ケアの担い手となる。

○居間及び食堂は機能
を十分に発揮しうる広
さ

○泊まLJま45畳程度

でプライバシーが確保

できるしつらえ

奎讐+9工
体的

1登録 Mttx18名

本体に2ケ所まで

「運営推進会議」の設置

地域の関係者が運営
状況を協議、評価する

場を設ける

管理者等の研修
地域からの評価

情報開示

○要介護度別の月単位の定額報酬

01事業所の登録定員は

◆◆名(3の倍数)

○「通い」の利用定員は登
録定員の1/2～ 15名 の

範囲内

○「泊まり」の利用定員は
通いの利用定員の1/3～

9名の範囲内とし、登録
者が対象

および基準該当のショー
トスティ(基本は生活圏
域の要介護者)

○介護・看護職員

日中:実登録者に対

して3人に1人

(看護職員は、連携でも
可)

夜間:登録者に対して

2人 (う ち1人

は宿直=自 宅

待機可)

○介護支援専門員1人

生活圏域

―ビス水準・職員の資質の確保



地域包括ケアの推進の中で、生活圏域の多様な生活ニーズに応え、在宅生活を支える拠点として、小規模多機能型居宅介護は発展していく。

本人の支援に必要な人・組織・仕組
み等を支援の輪に投入していく

が
ピ
喜
ｌｔ
・“

「］
艤

渕『

●既存ネットワークの

活用・再生

●新たなネットワーク 生きがいづくり

介護予防

ゴミだしの生活支援

認知症の啓発

外出支援

友人・ご近所との交流

緊急時対応

畠 1,
暮悩噸暇レポート

援の輪づくり

桑

ψ
☆知人・友人

▲民生委員

0趣味仲間

ξずρ [

X地区社協

◆消防団

◇自治会

▼ホ
・
ランレ7・ NPO

◎老人クラブ

質の確保を

⇒これから一気に増加する小規模多機能型居宅介護
⇒更に発展させよう!

そのためには、質の確保が求められている。

◆その圏域で、安心を確保できているか つ
・

◆三原則ができているか
「自己決定」「生活の継続性」「自立支援」

◆指定、研修、地域からの評価



2511.22

北海道における小規模多機能型居宅介護の展開

○ 道 内の集 落数 3,757 この うち 65歳 以上 の割 合 が 50%以 上 の集落  475集 落。

0 10年 後 の集 落 の姿→ この うち 65歳 以上 の割 合 が 50%以 上 の集 落 2,337集 落。

○ 過疎→ 143  離 島→ 6__特 豪→ 86

0※利
量F膠嚢晰艦》∬聰]T12 km)

7-fけ 暉
【課題 】

○ 広域 ・分散 ・積 雪・寒 冷。

○ サー ビス を提供す るた めの移 動 距離 が大 きい。
・ ガ ソ リン代 な どの ランニ ング コス トが都府 県 よ りも割 高。
・ ランニ ング コス トの単価 が都 府 県 よ りも高 い。 (G@159円 、灯 @100円 )

○ 効率 的 に事 業収益 が得 られず 民 間事業者 の参入 が期待 で きない。
・ 要介護 率 が 同 じで あつた場合 に も、人 口密 度 か ら同 じ収入 を得 るた めには広範 囲 の

エ リア (地 域 )を 対象 と しな けれ ばな らない。
・ 市街 地 だ けで収入 をあげ るには限界 が あ る。 事業者 間の競争 が激 しくな る。
・ 事業者 の選択 がで きない。

○ 特 に、 医療 系サー ビス、訪 問看護 、訪 問 リハ の確保 が難 しい。

○ 将 来 的 な地域 の姿 を見通す こ とが難 しい、利 用者 の見込み が立 た ない

2 市 町 村 に お け る基 盤 整 備 の 状 況

○ 特別養護 老人 ホー ムが ない市 町村

○ 居住 系サー ビスが ない市 町村

○ 特養 も居住 系サー ビス もない市 町村

※ 居住 系 サー ビス  養 護 、有 料 、サ高住 、 GH、 生活支援 ハ

〇 小規模 多機 能型 居 宅介護 の状 況

13町 村

11町 村

3町村

※ 実施市町村
ノ■.町

村

3 北 海 道 に お け る 地 域 包 括 ケ ア と 小 規 模 多 機 能 居 宅 介 護 の 有 効 性

○  日常 生活 圏域 、集 落 とマ ッチ ングで きれ ば身近 な所 にデ イ 、訪 問介護 、 シ ョー トステ イ

サー ビスが あ るこ とに よる安 心感 が確保 され在 宅生活 へ の指 向が高 ま る。
○  日常生活 圏域 にお ける必 要最低 限 のサー ビス提供 が完結 し、事業者 の運 営経費 の節約 が

可能 とな る。 一方 で対象者 が少 な く収入 の確保 が難 しくな る。
O 複数事業所 の誕 生 に伴 い、事業者 間のサー ビス の質 の格 差 が生 まれ る。

4 地 域 包 括 ケ ア の 構 築 プ ロセ ス

○ アセ ス メ ン ト (集 落別 → 日常生活 圏域別 →全体 )

○  中 。長 ・長長期別課題 と解 消方策 の検討
○ 基盤整備 (必 要 な物 、我慢す る物 、将来転用す る物 、将 来廃 止す る物 な ど)

0 179市 町村 固有 の地域包括 ケア システムの構 築

5 地 域 包 括 ケ ア に 関 す る 道 の 取 組 み

○  地 域 包 括 ケ ア 重 点 推 進 事 業 費 (H24～ 3カ 年 )

・ 住民参加型高齢者 日常生活支援等推進事業 %;矛物 .1キθ万
○ 過疎地域における地域包括ケアシステムの構築に関す る調査研究事業

(H25:老 人保健健康増進事業 )

170

レ
し の

人  口 市町村数 面 積 @市 町村 面積 人 口密 度 (人 /kぷ )

北海道 5,479,689 179(35市 129町 15村 ) 78,520k ポ 439kポ 70

兵 庫 県 5.571.096 39(28市 H町 ) 8.396kぷ 215kポ 664

福岡県 5,075,857 60(28市 30町 2村 4,977kピ 83kピ 1,020

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
0 77 100 125 167 211 232



全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会
「全国大会」in北海道 資料

2013年 11月 21日

■発 行  全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会

〒105-0013東京都港区浜松町 1-19-9井 ロビル 3階

丁EL03-6430-7916 FAX03-6430-7918

■頒布価格 1,000円 (全体会 +分科会セッ ト)


